
 

第 1 回 甲斐市空家等対策協議会 資料 
 

日時 令和 2年 6月 29日（月）午後 1時 30 分 

場所 甲斐市役所 本館 3階 大会議室 

 

 

次 第 

 

１ 開   会 

 

２ 会 長 挨 拶 

 

３ 議   題 

（１）第２期「甲斐市空家等対策計画」の策定について 

１）現行の空家等対策計画の概要について 

２）これまでの取り組み実績等について 

３）県内市町村の空き家対策関連の補助制度について 

４）第２期計画の方向性及び策定スケジュールについて 

 

（２）空き家実態調査の実施について 

 

（３）その他 

 

４ 閉   会 
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甲斐市空家等対策協議会委員名簿（敬称略） 

 
任期：平成 30年 10月 4日～令和 2年 10月 3日（2年） 

 

 所管事項 

(1）空家等対策計画の作成、変更、実施に関すること。 

  (2）空家等が特定空家に該当するか否かの判断に関すること。 

  (3）空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する措置に関すること。 

  (4）その他空家等の適切な管理及び活用の促進に関し市長が必要と認めること。 

 

  

役職 氏 名 所 属 団 体 等 備 考 
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  泰明
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  甲斐市 自治会連合会長 R2.5.22～ 

委 員 中島
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  大督
だいすけ

  山梨県 弁護士会   

委 員 小野
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雄
お

  山梨県 司法書士会  
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江
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  公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会  
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   仁
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  公益社団法人 全日本不動産協会 山梨県本部  
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  邦
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仁
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  一般社団法人 山梨県建築士会  

委 員 菊原
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  賢一
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  株式会社 山梨中央銀行 竜王支店長 R1.6.26～ 

委 員 田中
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  国立大学法人 山梨大学 教授  

委 員 久保
く ぼ

  正樹
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  山梨県 県土整備部 住宅対策室長 R2.4.1～ 
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１ 第２期「甲斐市空家等対策計画」の策定について 

 

（１）現行の空家等対策計画の概要について 
 

■計画期間  平成２９年度から令和２年度までの４年間 

 

■基本目標及び具体的な施策 

 

  

基本目標 具体的施策 内   容 

１ 相談体制

の強化 

⑴ 通報・相談体

制の構築 

空家等に関する相談に対して、窓口を建設課に一元

化し、空家全般の相談に応じるほか、内容に応じて担

当課と調整し、迅速な回答を努めます。 

また、専門的な相談については必要に応じて他の機

関を紹介します。 

⑵ 甲斐市空家等

対策協議会 

公正、中立の立場から、「特定空家等」の判断を仰ぐ

ため、『甲斐市空家等対策協議会』を置き、適切な対応

が実施できる体制を整えていきます。 

⑶ 空き家台帳の

整備 

空家等実態調査の集計結果をデータベース化し、関

係部署間で情報を共有するとともに、相談に対する問

題の解決に活用します。 

２ 管理不全

な空家等にし

ないための対

策 

⑴ 空き家バンク

制度の活用 

活用可能な空家等の売却・貸出希望者に対し、様々

な方法で空き家バンクへの登録を促します。 

⑵ 空き家管理事

業の活用促進 

遠方在住や高齢などの理由により管理ができない

場合、事業所が行う空き家の見回り業務等を積極的に

紹介します。 

⑶ 所有者への啓

発 

所有者等に対し、固定資産税の納税通知書の送付時

など効果的なタイミングを計って啓発を行うととも

に、市広報誌やホームページにおいても情報の提供を

進め、家屋の管理について所有者等の意識の向上を図

ります。 

３ 管理不全

（特定）空家

等対策 

⑴ 特定空家等へ

の対応 

空家等の所有者に対する改善指導に特に重点を置

き、所有者等が自らの責任において問題の解決を図る

ことを基本として対応しますが、場合によっては、勧

告・命令・代執行等を行います。 

⑵ 空家等及び空

家等の跡地の有

効活用の研究 

空家等を活用した集会施設整備や除去後の緑地公

園、遊び場の確保等地域の要望に応じた公共的利用へ

の転用に対する支援について検討します。 

安全で安心なまちづくりの観点から、有効な活用が

なされるよう研究を進めます。 
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（２）これまでの取り組み実績等について 
 

■基本目標１ 相談体制の強化 
 

(１)通報・相談件数 
 

相談会の開催実績 
（甲斐市、山梨県司法書士会、山梨県宅地建物取引業協会 共催の「甲斐市空き家無料相談会」） 

区 分 平成２９年度 平成３０年度 令和 元 年度 

開催回数 1回（H30.1.28） 1回（H31.1.26） 1回（R2.1.26） 

相談人数 ３人 1人 １２人 

 

相談会以外の対応実績 

区 分 平成２９年度 平成３０年度 令和 元 年度 

通  報 １１件 １１件  ７件 

相  談  ６件  ２件  ２件 

 

主な通報内容  

① 空き家が管理不全（老朽化）により、倒壊する危険性がある。（１１件） 

② 空き家の老朽化により、屋根材等の一部が飛散している。（６件） 

③ 雑草の繁茂や庭木が隣地に侵入してきている。（６件） 

④ 空き家のブロック塀が傾いている。（５件） 

⑤ 空き家から異音がする。（１件） 

 

 

主な相談内容 

① 空き家の所有者へ連絡を取りたい。（４件） 

② 隣の住人が亡くなり空き家となり今後どうなるのか不安である。（２件） 

③ 所有する空き家を売りたい。（１件） 

④ 近所の空き家を購入したい。（１件） 

⑤ 空き家の管理方法が分からない。（２件） 

 

 

(２)甲斐市空家等対策協議会の開催状況（平成 30年 10月から設置） 

年度 開催回数 開催内容 

平成３０年度 １回 ・甲斐市における空家等対策の現状報告 

令和 元 年度 １回 
・空き家実態調査の実施（予定）について 
 

・管理者不在「空き家」の対応について 

 

  



- 4 - 
 

(３)空き家等の件数 

年月 空家等の総数 
総数のうち管理不全と

思われる空家等の件数 
前年比較 

平成２８年８月末 １，１４５件 １３５件 ― 

平成２９年３月末 １，１０３件 １３４件 減少４２件 

平成３０年３月末 １，０８０件 １３４件 減少２３件 

令和 元 年３月末 １，０６２件 １３１件 減少１８件 

令和 ２ 年３月末 １，０５５件 １２９件 減少 ７件 

 

 

■基本目標２ 管理不全な空家等にしないための対策 
 

(１)空き家バンクの実績 

年度 登録件数 
登録件数の内訳 契約成立件数 

売買 賃貸 売買 賃貸 

平成２９年度 １０件 ６件 ４件 ０件 ０件 

平成３０年度 １２件 ７件 ５件 ０件 ２件 

令和 元 年度 １１件 ７件 ４件 ３件 ２件 

 

(２)空き家管理事業の利用件数（シルバー人材センターに管理委託された件数） 

令和 元 年度 １件 

※平成 31年 3月 5日に、市とシルバー人材センターで「空き家管理事業委託協定」を締結 

 

(３)所有者への啓発実績 

年度 内  容 参加人数 

平成２９年度 

甲斐市主催の司法書士による空き家等対

策講演会『まだ間に合う「実家を空き家

にさせない方法」大公開』を開催 

１２人 

平成３０年度 

山梨県主催の『オール山梨空き家セミナ

ー＆無料相談会』へ協賛 

【セミナー】２７６人 

【相 談 会】 ３５人 

※甲斐市内の相談は１人 

甲斐市主催の司法書士による空き家等対

策講演会『まだ間に合う「実家を空き家

にさせない方法」大公開』を開催 

２０人 

令和 元 年度 
山梨県主催の『オール山梨空き家セミナ

ー＆無料相談会』へ協賛 

【セミナー】１８８人 

【相 談 会】 ４１人 

※甲斐市内の相談は４人 
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■基本目標３ 管理不全（特定）空家等対策 
 

(１)特定空家等への対応   認定された案件なし 

 

(２)空家等及び空家等の跡地の有効活用の研究   研究実績なし 

 

 
 

（３）県内市町村の空き家対策関連の補助制度について 
 

別冊資料を参照 

 

 
 

（４）第２期計画の方向性及び策定スケジュールについて 
 

１）第２期計画の方向性について 
 

■計画期間（案） 

第２期の計画期間は、第２次甲斐市総合計画後期基本計画の（令和２年度～令和６年

度）と連携するため、令和３年度から令和６年度までの４年間とする。 
 

■施策等の方向性（案） 

計画の基本方針は継続し、具体的な取り組みにおいては、現行計画の取り組みを振り

返り、施策の拡充及び本年度実施する空き家実態調査結果の有効活用について調査・検

討を行い第２期計画に反映する。 

 

２）策定スケジュールについて 
 

■スケジュール（案） 

月 内     容 

５ 関係課庁内会議 

６ ●第１回 空家等対策協議会〔計画策定スケジュールほか協議〕 

７ 建設経済常任委員会へ状況報告 

８ 
関係課庁内会議 

●第２回 空家等対策協議会〔施策等の方向性ほか協議〕 

９ 関係課庁内会議 

１０ 
関係課庁内会議 

●第３回 空家等対策協議会〔委員委嘱及び計画書(素案)決定〕 

１１ 建設経済常任委員会へ状況報告 

１２ 市ＨＰで素案のパブリックコメント実施〔中旬～〕 

１ 市ＨＰで素案のパブリックコメント実施〔～中旬〕 

２ 

関係課庁内会議 

●第４回 空家等対策協議会〔パブコメに対する回答及び計画書(案)決定〕 

建設経済常任委員会へ状況報告 

市ＨＰでパブリックコメントに対する回答公表 

３ 計画書の決定〔市長決裁〕・市ＨＰで計画書の公表 
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２ 空き家実態調査の実施について 
 
 

（１）調査概要  平成２７年度の前回調査から４年経過することから、最新の実態を把

握するため、民間業者へ調査を委託し、市内全域を対象に外観目視に

よる現地調査を行い、空き家の戸数、破損度及び空き家所有者の意向

調査を行い、報告書を策定する。 

 

 

（２）工  期  令和２年５月２９日～令和３年３月１９日 

 

 

（３）委託業者  三和航測 株式会社 甲信支社（甲府市酒折２－２－７） 

 

 

（４）契約金額  ８，５８０，０００円（国庫補助事業 補助率 1／2） 

 

 

（５）調査項目  ① 空き家の所在地 調査 

         ② 土地、建物の所有者 調査 

         ③ 建築時期、接道状況、用途、階数、構造 調査 

         ④ 老朽度・危険度（Ａ～Ｄランクの４段階判定）調査 

         ⑤ 空き家所有者の意向 調査（アンケート調査） 

 

（６）調査スケジュール 
 

月 内   容 

５ 契約締結（一般競争入札） 

６ ～ ７ 
資料収集・整理 
 

調査表・調査図面作成 

８ ～ ９ 現地調査 

１０ 
現地調査の結果に基づく老朽度・危険度判定 
 

所有者調査・アンケート意向調査 

１１ ～ １２ 
空き家現況図・空き家台帳の作成 
 

アンケート意向調査の集計 

１ ～ ３ 報告書作成 

 

















 

甲斐市空家等対策計画 

 

 

 

  

甲 斐 市 
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第 1章 計画の基本的事項 

 

１ 策定の背景及び趣旨 

 

 近年、空き家に関する問題が表面化してまいりました。特に管理がなされてい

ない空き家、いわゆる管理不全な空き家については、周辺の住民に対し、安全や

衛生、防犯、防火などあらゆる場面で悪影響を及ぼすおそれがあり、こうした空

き家を少しでも減らしていくことが全国的な課題となっています。 

本市では、近隣の住民の生活に悪影響を及ぼす空き家について、これまで、近

隣の皆様からの相談や通報などがあった場合は、その情報をもとに所有者を把

握し、是正するように助言を行ってきました。 

 しかし、空き家は個人の財産であることから、所有者の理解を得ることができ

ない場合においては、行政が介入することが難しいケースもありました。 

こうした中、平成 27 年 5 月に空家等対策の推進に関する特別措置法（平成 26

年法律第 127 号。以下「法」という。）が施行されました。 

法の施行により、所有者を把握するために固定資産税の課税情報などを利用

できるようになり、より迅速に所有者に対し、連絡や助言ができることとなりま

した。 

また、法では、一定の要件を満たす、適切な管理がなされていない空き家を「特

定空家等」とし、市が講じることができる措置についても規定がなされました。    

本計画は、空家等の管理は一義的に所有者の責任としながらも、空き家問題に

ついての市の基本的な考えを明確にし、着実に施策を推進するために『甲斐市空

家等対策計画』を策定します。 

  



第 1章 計画の基本的事項 

- 2 - 

２ 計画の位置づけ 

 

（１） この計画は、法第 6 条に規定する空家等対策計画として策定するもの

です。 

（２） この計画は、第 2 次甲斐市総合計画を上位計画とし、他の関連する計画

と整合を図っています。 

 

 

３ 対策の対象地区 

 

甲斐市における空家等に関する対策の対象とする地区は、甲斐市内全域とし

ます。 

ただし、今後、具体的な施策を実施するために、必要に応じ重点対象地区を定

めることも検討します。 

 

 

４ 対象とする空家等の種類 

 

甲斐市において対策の対象とする空家等の種類は、法第 2 条で規定される空

家等（建築物又はこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされて

いないことが常態であるもの及びその敷地）とします。 

よって、対象とする空家等は住宅用途に限らず、店舗、事務所、倉庫等も含ま

れることになります。 

ただし、空家等のうち、「建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売

し、又は賃貸するために所有し、又は管理する」ものについては、原則対象から

除外するものとしますが、周辺の生活環境に悪影響を及ぼしているものについ

ては、本計画の対象とします。 

また、対策に取り組む際の優先順位については、悪影響が及んでいる状況（危

険度等）を判断し対応していくこととします。 
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５ 計画期間 

 

 計画の期間は、市全体の基本計画である、第２次甲斐市総合計画と連携するた

め、平成 29 年度（2017 年度）～平成 32 年度（2020 年度）までの 4 年間とし

ます。 

 なお、本計画期間については、法附則第 2 項において、「政府は、この法律の

施行後 5 年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要が

あると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて

所要の措置を講じるものとする。」と記載されていることから、国の空家対策の

動向や社会、経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直します。 

 

  



第２章 空家等の現状と課題 

- 4 - 

第２章 空家等の現状と課題 

 

１ これまでの山梨県の推計 

 

都市への人口集中や世帯構成の変化に加え、高齢化や人口減少が進む中、県内

の空家は、数の上でも率の上でも増加を続けています。 

 総務省が 5 年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」では、平成 25 年度

の空家数は、県内で 9 万 3 千戸、空家率 22.0％と過去最高となりました。（別荘

含む） 

 

 図-１ 住宅総数と空き家数及び空き家率の推移（山梨県） 

 

図-２ 空家等の種類別内訳(山梨県) 

 

※「住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 
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２ これまでの甲斐市の推計 

 

○甲斐市の住宅総数及び空き家数と空き家率、空家の種類別内訳 

 
※「住宅・土地統計調査結果」（総務省統計局） 

 

 「住宅・土地統計調査」の結果によると、本市における住宅総数は 34,480

戸と 5 年前に比べ 1,450 戸増加し、空家の数は 5,540 戸と 5 年前に比べ 300

戸増加しています。 

本市の空家率は、16.1％であり、5 年前とほぼ同じで、県平均 22.0％と比

べると低い状態です。 

また、内訳としては、適正な管理がなされず特定空家等となる可能性が高

い「その他の住宅」が約 25.0％と全体の 1/4 を占めています。 

 

  

○住宅・土地統計調査 

我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把

握し、その現状と推移を明らかにする調査です。 

調査方法については、調査期日において調査対象を抽出し、対象となった世帯に調

査票を配布したものであり、結果は推計値になります。 
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３ 空家等実態調査による甲斐市の空き家総数とその内訳 

 

平成27年度に自治会にご協力いただき、市内全域の空家等の戸数、分布状況、

管理状態等の実態を把握することを目的として、空家等実態調査を実施しまし

た。 

調査時期及び方法については、次のとおりです。 

 

項 目 1 次調査 2 次調査 

調査期間 平成 27 年 7 月～9 月 平成 27 年 12 月～28 年 3 月 

調査内容 

自治会から区域内にある空

き家と思われる建物について、

空家実態調査票及び空家地図

を作成し、市に報告。 

1 次調査を基に国勢調査等か

ら更に空家物件を抽出し、空家

地図を再構成する。 

地図を基に自治会で現地調査。 

調査対象 

 おおむね 1年間を通じて使用

実績が無い建物。 

 居住用の住宅だけでなく、賃

貸住宅や店舗、工場等も含む。 

公営の住宅や共同住宅の空

き室等は対象外。 

おおむね 1 年間を通じて使用

実績が無い建物。 

 居住用の住宅だけでなく、賃

貸住宅や店舗、工場等も含む。 

公営の住宅や共同住宅の空き

室等は対象外。 

 

 

４ 実態調査の集計結果 

 

実態調査の結果、平成 28 年 3 月末の市内の空家等の総数は 1,214 件でした。 

その後の売買や転入により平成 28 年 8 月末の市内の空家等の総数は、1,145

件になりました。 

また、1,145 件のうち、管理不全であると思われる空家数は 135 件となり、全

体の約 12％となります。 

なお、平成 28 年度固定資産税課税件数 36,266 件を母数としたときは、全体

の約 0.3％になります。 
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５ 甲斐市の人口の推移 

 

甲斐市の人口は、平成 28 年度から減少に転じますが、65 歳以上の人口は年々

増加していくものと予想されます。 

 

 
 

※ 実績値（H27 まで）：住民基本台帳 

※ 推計人口（H32 以降）：甲斐市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン 
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６ 甲斐市の空家等の現状と課題 

 

甲斐市における空家等の現状と課題は、次のとおりとなっています。 

 

実態調査によると、管理不全であると思われる空き家は課税件数の 0.3％とな

っており、今すぐ「特定空家等」として対応が必要な空家等はそれほど無いと思

われます。 

ただし、今後は相続放棄や人口減少により、今ある住宅が供給過剰になり、管

理不全な空家等が増加していく傾向にあると言えます。 

今のうちに、こうした管理不全な空き家への対策を行うとともに、現在は適正

に管理されている空き家についても、将来的に管理不全な空き家にしないよう

な対策を行う必要があると考えます。 

    

 

（１）空家等を取り巻く課題 

  ① 近隣への悪影響（倒壊の危険・環境悪化など） 

  ② 地域全体への悪影響（防災・防犯上の危険・景観悪化など） 

  ③ 所有者等の管理意識の欠如 

  ④ 空家等の増加に伴う悪循環（過疎化・空洞化）の懸念 

  ⑤ 空家等の増加による市民からの苦情等の件数の増加 

 

 

（２）空家等に関する対策とその方向性 

  ① 予防対策：早期発見・早期対応の仕組みづくり 

  ② 実施対策：安全・安心の確立及び良好な生活環境の保全 

  ③ 有効活用：建物の継続利用・再構築の推進及び住み替えの促進 

  ④ 推進体制の構築：総合的な対策に向けた庁内、関係団体等の連携強化 
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第３章 計画の基本方針 

 

【基本方針】 

 

 空き家は、個人の財産であるため、所有者が管理を行うことが原則です。 

しかし、草木がひどく茂っている物件や、屋根や外壁などが落下するおそれが

ある物件など、適切な管理がなされておらず放置され、地域で問題となっている

空き家もあります。 

こうした空き家は、防災や衛生、景観などさまざまな面で近隣の住民に悪影響

を及ぼすだけでなく、本市の安心安全なまちづくりを阻害する一因にもなりう

るため、所有者による適切な管理がなされるようにする必要があります。 

また、現在、適切に管理されている空き家や現住家屋についても、今後、管理

不全な空家等となる可能性があることから、将来の管理不全空家等を増やさな

いようにすることも重要です。 

そこで、現在発生している管理不全な空家等の問題解決を図り、将来にわたる

問題の深刻化を防ぐために、「空き家に関する相談体制の強化」、「管理不全な

空家等にしないための対策」、「管理不全（特定）空家等対策」の 3つを計画の

基本方針として、取り組みを進めることとします。 

 

 

空家等対策の３つの基本方針 

 

 

  空家等対策の基本方針 ① 

  空き家に関する相談体制の強化 

   ⑴ 通報・相談体制の構築  ⑵ 空家等対策協議会の設置  ⑶ 空き家台帳の整備 

 

  空家等対策の基本方針 ② 

  管理不全な空家等にしないための対策 

   ⑴ 空き家バンク制度の活用  ⑵ 空き家管理事業の活用促進  ⑶ 所有者への啓発 

   

  空家等対策の基本方針 ③ 

  管理不全（特定）空家等への対策 

   ⑴ 特定空家等への対応  ⑵ 空家等及び空家等の跡地の有効活用の研究 
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第４章 施策の取り組み 

 

１．相談体制の強化 

  

空家等に関する問題や相談内容は多岐にわたるため、市においても 1 つの部

署では対応が困難な場合があり、市民にとっても市役所のどこの窓口に相談す

ればよいのか分からないことがあると思われます。 

 そこで、これらの問題を解消するため、相談体制を強化します。 

 

（１）通報・相談体制の構築 

本市では市民が空き家問題の相談先に迷わないようにするため、空家等に関

する相談に対して、窓口を『建設課』に一元化し、空き家全般の相談に応じる

ほか、内容に応じて担当課と調整し、迅速な回答を努めるようにします。 

担当課については、Ｐ11 の一覧表のとおりになります。 

また、専門的な相談については必要に応じて他の機関を紹介するなど、幅広

い相談内容に適切に対応できるよう体制を整備します。 

 

（２）甲斐市空家等対策協議会 

空家等対策を適切に実施していく上で、公正、中立の立場から、具体的な事

業の取り組み状況や「特定空家等」の判断を仰ぐため、法第 7 条に定める協議

会である『甲斐市空家等対策協議会』を置き、適切な対応が実施できる体制を

整えていきます。（事務局：建設課） 

 

（３）空き家台帳の整備 

空家等実態調査の集計結果をデータベース化し、関係部署間で情報を共有す

るとともに、相談に対する問題の解決に活用します。 

なお、台帳には個人情報が含まれるため、公開することはしません。 
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【担当課一覧表】 

 

担 当 課 

（電話番号） 
担当する内容 

建 設 課 

（☎ 055-278-1668） 

・空家等対策の総合調整【総合窓口】 

・空家等対策協議会事務局（特定空家等への対応） 

・市道の安全確保 

秘書政策課 

（☎ 055-278-1678） 
・空き家の利活用（空き家バンク） 

防災危機管理課 

（☎ 055-278-1676） 
・空き家における防火・防犯・防災対策 

税 務 課 

（☎ 055-278-1663） 
・固定資産税住宅用地特例の適用・除外 

市民活動支援課 

（☎ 055-278-1704） 
・自治会との連携 

環 境 課 

（☎ 055-278-1706） 

・ごみの放置、不法投棄、衛生害虫 

・繁茂した雑草等への対策 

敷島支所 市民地域課 

（☎ 055-277-3112） 

双葉支所 市民地域課 

（☎ 0551-20-3650） 

・ごみの放置、不法投棄、衛生害虫 

・繁茂した雑草等への対策 

・鳥獣害対策 

都市計画課 

（☎ 055-278-1669） 
・景観条例 

農林振興課 

（☎ 055-278-1707） 

・中山間地域対策 

・鳥獣害対策 
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２．管理不全な空家等にしないための対策 

 

現在、適切に管理されている空き家や現住家屋についても、所有者や居住者の

事情により、今後、管理不全な空家等となる可能性があります。 

本市では、民間事業者等との連携による適正な空き家管理の促進や、家屋の所

有者への啓発など、管理不全空家等を増やさないようにする施策を実施するこ

ととします。 

 

（１）空き家バンク制度の活用 

  活用可能な空家等の売却・貸出希望者や不動産業者に対し、空き家バンクへ

の登録を促し、移住希望者へ登録情報を提供することで、マッチングを支援し

ます。 

空家等の所有者等に対し利活用を促すため、本市では固定資産税の納税通知

書に空き家バンク制度の案内を同封する等して PR を進めていきます。 

また、所有者等から利活用の相談を受けた場合は、相談者の意向に応じたア

ドバイス等を行うこととします。 

  

（２）空き家管理事業の活用促進 

管理不全な空き家の発生原因の１つとして、所有者の遠方在住や高齢などの

理由により管理ができない場合が挙げられます。 

こうした状況が長期化すると雑草や樹木が繁茂するだけでなく、侵入や放火

のリスクも高まります。 

こうした事態を防ぐために、事業所が行う空き家の見回り業務等を積極的に

紹介します。 

 

（３）所有者への啓発 

空家等の管理は、所有者等に第一義的な責任があります。 

本市では、所有者等に対し、固定資産税の納税通知書の送付時など効果的な

タイミングを計って啓発を行うとともに、市広報誌やホームページにおいても

情報の提供を進め、家屋の管理について所有者の意識の向上を図ります。 

あわせて、将来、空き家となった場合の管理方法など、管理不全な空き家と

ならないようにあらかじめ対応するよう啓発していきます。 
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３．管理不全（特定）空家等対策 

 

管理不全空家等の問題は、それぞれの事案に応じ、適切に対応する必要があり

ます。 

所有者への働きかけはもとより、場合によっては近隣住民や自治会等の協力

を得るほか、強制的な対応も想定されます。 

本市では、法に基づく措置を実施する体制を整備するとともに、空家等及び空

家等の跡地の有効活用の研究をすることとします。 

  

（１）特定空家等への対応 

法の施行により、市は、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、

著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われないことによ

り著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために

放置することが不適切である状態にある空き家（特定空家等）について、別図

のとおり対応することが出来るようになりました。 

措置の手順としては、「助言又は指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」、及び、過

失がなくて必要な措置を命ぜられるべき者を確知することができないときの

「略式代執行」とに大別されます。 

毎年１月１日時点で「勧告」を受けている特定空家等については、次年度の固

定資産税に係る住宅用地特例を解除します。 

本市では、特定空家等として判定する前に、所有者等に対する改善指導に特に

重点を置き、所有者等が自らの責任において問題の解決を図ることを基本とし

て対応します。 

 法に規定する特定空家等の判断については、甲斐市空家等対策協議会の中で

判断することとし、指導に従わない場合は厳正に対応します。 

 

（２）空家等及び空家等の跡地の有効活用の研究 

空家等を活用した集会施設整備や空家等の除却後の緑地公園、遊び場の確保

等地域の要望に応じた公共的利用への転用に対する支援について検討します。 

安全で安心なまちづくりの観点から、有効な活用がなされるよう研究を進め

ます。  
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法における「特定空家等に対する措置」の手順フロー 

 

 

 

 

８ 略式代執行 【第14条第10項関係】 

⑴ 略式代執行を行うことができる要件の確認 

⑵ 事前の公告 

⑶ 略式代執行の対象となる特定空家等の中の 

動産の取扱い 

⑷ 費用の徴収 

事案の発生（市民相談、実態調査等） 

１ 現地及び所有者等の調査 【第9条～第10条関係】 

■現地調査                      ■所有者等の調査 

⑴ 現地調査による空家等の状態の把握    ⑴ 所有者等の特定 

⑵ 立入調査の実施 

⑶ 対応方策の検討 

２ 所有者等の事情の把握 

⑴ 所有者等の事情の把握 

⑵ 所有者等の事情に応じた解決の検討 

ガイドライン等により特定空家等と判定された場合 

３ 助言又は指導 【第14条第1項関係】 

⑴ 助言又は指導の実施 

⑵ 助言又は指導の実施後の対応 

４ 勧告 【第14条第2項関係】 

⑴ 勧告の実施 

⑵ 関係部局（税務、その他）への情報提供  

⑶ 勧告に従い措置が実施された場合の対応 

⑷ 勧告に従わなかった場合の対応 

⑸ 所有者等が変わった場合の対応 

５ 意見書等の提出の機会 【第14条第4項～第8項関係】 

⑴ 措置を命じようとする者への事前通知 

⑵ 公開による所有者等からの意見聴取 

６ 命令 【第14条第3項関係】 

⑴ 命令の実施 

⑵ 標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法による公示 

⑶ 命令に従い措置が実施された場合の対応 

⑷ 過料の手続き 

７ 行政代執行 【第14条第9項関係】 

⑴ 実態的要件の明確化 

⑵ 文書による戒告 

⑶ 代執行令書による通知 

⑷ 執行責任者証の携帯及び提示 

⑸ 代執行の対象となる特定空家等の中の動産の取扱い 

⑹ 費用の徴収 

所有者等を確知する

ことができない 

確知できた所有者等に措置

を講ずる権原がない 

過失なく措置を命ぜられ

るべき者を確知すること

ができない場合 
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基本目標及び具体的施策 

 

 

基本目標 具体的施策 内   容 

１．相談体制の強化 ⑴通報・相談体制の構築 空家等に関する相談に対して、窓口を

建設課に一元化し、空家全般の相談に応

じるほか、内容に応じて担当課と調整し、

迅速な回答を努めます。 

また、専門的な相談については必要に

応じて他の機関を紹介します。 

⑵甲斐市空家等対策協議会 公正、中立の立場から、「特定空家等」

の判断を仰ぐため、『甲斐市空家等対策

協議会』を置き、適切な対応が実施できる

体制を整えていきます。 

⑶空き家台帳の整備 空家等実態調査の集計結果をデータ

ベース化し、関係部署間で情報を共有す

るとともに、相談に対する問題の解決に活

用します。 

２．管理不全な空家等 

にしないための対策 

⑴空き家バンク制度の活用 活用可能な空家等の売却・貸出希望 

者に対し、様々な方法で空き家バンクへ

の登録を促します。 

⑵空き家管理事業の活用促進 遠方在住や高齢などの理由により管理

ができない場合、事業所が行う空き家の

見回り業務等を積極的に紹介します。 

⑶所有者への啓発 所有者等に対し、固定資産税の納税通

知書の送付時など効果的なタイミングを

計って啓発を行うとともに、市広報誌やホ

ームページにおいても情報の提供を進

め、家屋の管理について所有者等の意識

の向上を図ります。 
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基本目標 具体的施策 内   容 

３．管理不全（特定） 

空家等対策 

⑴ 特定空家等への対応 空家等の所有者に対する改善指導に

特に重点を置き、所有者等が自らの責任

において問題の解決を図ることを基本とし

て対応しますが、場合によっては、勧告・

命令・代執行等を行います。 

⑵ 空家等及び空家等の 

跡地の有効活用の研究 

空家等を活用した集会施設整備や除

去後の緑地公園、遊び場の確保等地域

の要望に応じた公共的利用への転用に

対する支援について検討します。 

安全で安心なまちづくりの観点から、有

効な活用がなされるよう研究を進めます。 
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第５章 計画の実施体制 

 

この計画の実施体制は、次のとおりとします。 

 

１．所有者の協力 

この計画は、個人財産である家屋を対象としていることから、その所有者の協

力が不可欠です。 

この計画に基づく市の空き家対策について、所有者への周知を進めます。 

 

２．庁内連携 

空き家問題は、庁内の複数の部署が関係する案件が少なくありません。関係部

署がお互いの情報を共有し、連携して取り組むことで、早期の解決を目指します。 

 担当課については、Ｐ11 の一覧表のとおりになります。 

 

３．関係機関・事業者との連携 

この計画に基づく事業は、関係機関や民間事業者と連携、協力を図り、効率的

かつ効果的に実施します。 

 

４．計画の進行管理 

この計画に基づく各施策について、定期的にその効果を検証し、必要があれば

適宜見直しを行います。 

Plan

計画の作成
実施体制の整備

Do

計画の実施

Check

効果の検証

Action

計画の見直し
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■資料編 

  

用語の定義 

 

 空家等 

  建築物又はこれに付属する工作物であって、居住その他の使用がなされて

いないことが常態であるすべての建物及びその敷地（立木その他の土地に定

着するものを含む）をいいます。【特別措置法第２条第１項】 

 

 特定空家等 

  そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となる恐れのある状態、適切な管理が行われていないこと

により著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図る

ために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいいま

す。【特別措置法第２条第２項】 

 

 住 宅 

  以下に定義する専用住宅と併用住宅を合わせて住宅といいます。 

 

 専用住宅 

  居住することのみを目的として建てられた住宅をいいます。 

 

 併用住宅 

  人が居住する部分と、居住者が事務所や店舗などとして業務に使用する部

分をひとつの建物の中に併せ持つ住宅をいいます。 

 

管理不全空家等 

  適切に管理されずに放置されている空家等をいいます。 

 

 所有者等 

  空家等の所有者又は管理者をいいます。【特別措置法第３条】 
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立入調査 

  管理不全な空家等の所有者等に、当該敷地に立ち入ることを通知のうえ、空

家等の状態を外観目視により調査することをいいます。【特別措置法第９条】 

 

助言・指導・勧告 

  管理不全な空家等の所有者に対し、適正な管理を促すために、市長が特別措

置法に基づき、文書等で助言・指導・勧告と段階を追って行政指導を行うこと

をいいます。【特別措置法第１４条第１項、第２項】 

 

命 令 

  特定空家等の所有者等が勧告に応じず、当該特定空家等が管理不全な状態

であると認めたときは、所有者等に対し事前に意見を述べる機会を設けたう

えで、市長が文書で命令を行うことをいいます。【特別措置法第１４条第３項】 

  

  



空家等対策の推進に関する特別措置法 

- 20 - 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（平成 26年法律第 127号） 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等

の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の

生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせ

て空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指

針の策定、市町村（特別区を含む。第 10条第 2項を除き、以下同じ。）による

空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な

事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物で

あって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷

地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公

共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保

安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある

状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状

態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状

態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生

活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第 6 条第 1 項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに

基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切

に講ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画

的に実施するための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるもの

とする。 

2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

⑵ 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

⑶ その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な
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事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとす

るときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実

施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空

家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その

他の空家等に関する対策に関する基本的な方針 

⑵ 計画期間 

⑶ 空家等の調査に関する事項 

⑷ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

⑸ 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）

の活用の促進に関する事項 

⑹ 特定空家等に対する措置（第14条第1項の規定による助言若しくは指導、

同条第 2項の規定による勧告、同条第 3項の規定による命令又は同条第 9校

若しくは第 10項の規定による代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家

等への対処に関する事項 

⑺ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

⑻ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

⑼ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施

に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を

行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織すること

ができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、

市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前 2 項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が
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定める。 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空

家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対

する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援

助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等

の所有者等を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のため

に必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第 14条第 1項から第 3項までの規定の施行に必要な限度にお

いて、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って

調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認

められる場所に立ち入らせようとするときは、その 5 日前までに、当該空家

等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対

し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第 2 項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、そ

の身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しな

ければならない。 

５ 第 2 項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたもの

と解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第 10条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で

保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについて

は、この法律の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定さ

れた利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされ

ているもののうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされて

いるもののために利用する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域

内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提

供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やか

に当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要がある

ときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の

把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 
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（空家等に関するデータベースの整備等） 

第 11条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販

売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影

響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第 13条

までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確

な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第 12条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これ

らの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとす

る。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第 13条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事

業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）

に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努

めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第 14 条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、

除、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置

（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建

築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすること

ができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該

特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受け

た者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺

の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができ

る。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその

勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるとき

は、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとること

を命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、そ

の措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並

びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を

命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する

機会を与えなければならない。 
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５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から 5 日以内に、

市町村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを

請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、

第 3 項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開によ

る意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第 3 項

の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期

日の 3 日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しな

ければならない。 

８ 第 6項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己

に有利な証拠を提出することができる。 

９ 市町村長は、第 3 項の規定により必要な措置を命じた場合において、その

措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないと

き又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執

行法（昭和 23年法律第 43号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき

行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

10 第 3 項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がな

くてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がな

くて第１項の助言若しくは指導又は第 2 項の勧告が行われるべき者を確知す

ることができないため第 3 項に定める手続により命令を行うことができない

ときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、

又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合に

おいては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにそ

の措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者が

その措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

11 市町村長は、第 3 項の規定による命令をした場合においては、標識の設置

その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければ

ならない。 

12 前項の標識は、第 3 項の規定による命令に係る特定空家等に設置すること

ができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設

置を拒み、又は妨げてはならない。 

13 第 3 項の規定による命令については、行政手続法（平成 5 年法律第 88 号）

第 3章（第 12条及び第 14条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な

実施を図るために必要な指針を定めることができる。 
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15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、

国土交通省令・総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第 15条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関

する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に

要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措

置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策

計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要

な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

（過料） 

第 16 条 第 14 条第 3 項の規定による市町村長の命令に違反した者は、50 万円

以下の過料に処する。 

２ 第 9 条第 2 項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20

万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して 3 月を超えない範囲内において政令で

定める日【平成 27年政令第 50号により平成 27年 2月 26日】から施行する。

ただし、第 9 条第 2 項から第 5 項まで、第 14 条及び第 16 条の規定は、公布

の日から起算して 6月を超えない範囲内において政令で定める日【平成 27年

政令第 50号により平成 27年 5月 26日】から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の

状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加

え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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甲斐市空家等対策の推進に関する条例 

（甲斐市条例第５号） 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に

実施するため、市、市民、空家等の所有者等及び事業者の責務を明確にすると

ともに、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。以下

「法」という。）に定めるもののほか、空家等に関する措置について必要な事

項を定めることにより、安心安全なまちづくりの推進に寄与することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が

なされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定

着する物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管

理するものを除く。 

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれ

のある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行

われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活

環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認めら

れる空家等をいう。 

(3) 空家等の跡地 除却した空家等に係る跡地をいう。 

(4) 建築物 建築基準法（昭和25年法律第201号）第2条第1号に規定する建築

物をいう。 

(5) 空家等の所有者等 空家等又は空家等の跡地を所有し、又は管理する者

をいう。 

(6) 建築物の所有者等 市内に所在する建築物を所有し、又は管理する者（空

家等の所有者等を除く。）をいう。 

(7) 事業者 市内で不動産業、建設業その他の空家等又は空家等の跡地の活

用に関連する事業を営む者をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、この条例の目的を達成するため、空家等の発生の防止並びに空家

等及び空家等の跡地の活用の促進を図るために必要な施策を総合的かつ効率

的に推進しなければならない。 

２ 市は、前項に規定する施策の実施に当たっては、空家等の所有者等、建築物

の所有者等、事業者及び市民の協力を得るものとする。 
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（空家等の所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者等は、法第3条の規定に基づき、空家等の適切な管理に

努めるとともに、空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。 

２ 空家等の所有者等は、その所有する空家等又は空家等の跡地を利用する見

込みがないときは、賃貸、譲渡その他これらを活用するための取組を行うよう

努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、市が実施する空家等及び空家等の跡地の活用に関する施策

に協力するとともに、空家等及び空家等の跡地の活用及び流通の促進に努め

るものとする。 

２ 事業者は、空家等の所有者等が行う取組に協力するよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、空家等が及ぼす生活環境への影響について理解を深めるとと

もに、市が実施する空家等及び空家等の跡地の活用に関する施策に協力する

よう努めるものとする。 

（空家等の発生の予防） 

第７条 建築物の所有者等は、当該建築物が空家等にならないよう、その有効活

用に努めるものとする。 

２ 建築物の所有者等は、老朽化その他の原因により、将来において当該建築物

が特定空家等となるおそれがある場合は、改修その他必要な措置を講ずるこ

とにより、特定空家等の発生の防止に努めるものとする。 

（空家等対策計画の策定） 

第８条 市長は、法第6条第1項の規定により、甲斐市空家等対策計画を定めるも

のとする。 

（甲斐市空家等対策協議会） 

第９条 市に、法第7条第1項の規定により、甲斐市空家等対策協議会（以下「協

議会」という。）を置く。 

２ 協議会は、法第7条第1項に規定する協議のほか、次に掲げる事項について協

議するものとする。 

(1) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。 

(2) 法第14条第1項から第3項までに規定する措置に関すること。 

(3) その他空家等の適切な管理及び活用の促進に関し市長が必要と認める事

項 

３ 協議会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。 

４ 会長は、市長をもって充てる。 

５ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
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６ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があ

らかじめ指名する者がその職務を代理する。 

７ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 ⑴ 市民 

 ⑵ 市議会議員 

 ⑶ 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者 

 ⑷ その他市長が必要と認める者 

８ 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

９ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

同様とする。 

10 委員の報酬及び費用弁償については、市長が別に定める。 

11 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協

議会が定める。 

（空家等の適切な管理の促進等） 

第10条 市長は、法第12条の規定により、空家等の所有者等による当該空家等の

適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要

な援助を行うよう努めるものとする。 

２ 市民は、特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、市にその

情報を提供するよう努めるものとする。 

３ 市長は、特定空家等となるおそれのある空家等の所有者等に対し、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講

ずるよう助言又は指導をすることができる。 

（緊急安全措置） 

第11条 市長は、特定空家等の危険な状態が原因で、人の生命、身体又は財産に

危害が及ぶことを防止するため緊急に危険を回避する必要があると認めると

きは、原則としてあらかじめ当該特定空家等の所有者等の同意を得て、その危

険な状態を回避するため必要な最小限度の措置を講ずることができる。 

２ 特定空家等の所有者等を確知することができないときは、前項に規定する

措置を講じた後、速やかに当該措置に係る特定空家等の所在地及び措置の内

容を告示するものとする。 

３ 市長は、第1項に規定する措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当

該特定空家等の所有者等から徴収することができる。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第12条 市長は、法第13条の規定により、空家等及び空家等の跡地（土地を販売

し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管
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理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの円滑な活用のために

必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（委任） 

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が定める。 

 

附 則 

この条例は、平成29年4月1日から施行する。 
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